
第 2な様式(1)-0
(単体発社・事後碁査■)

那覇港舌選組合一般競争入札公告第16号

地方自治法 (E冨和E2年法律第67号)第 E34条第 1頭の規定に、kり 注 ^段競争入本L(以下 「入札Jと いう。)

を次のとお り実施する。

令和6年電:月 15凹

那郵港管即糸眈今管理者 上城

1 人本とにイヽ「
‐

'~る

1事項

2 入礼参加資驀

次に定める要件をすべて満た とンている有資格業者であること。

(1) 業 務 7」 那覇港総合物流センター頭理整健逆営事業ア ドバイず ジー業務彼6)

(2) 履 行 場 所 那薪選地幾

(3) 業 務 内 容 ホ覇進総合物流センター猛期落荼 '通常■かかる■11事業み公事手縦きr,ヤ てヽ、資料作成旋び烹接を行う業たておる

(4) 覆   行   却〕  問 契約締結園の翌嘉から令和7年 3歯 88ヨ まで

(5) 設 計 金 額 25,817,000出 (縫込)

(fa) 資 格 審 査 方 法 事後審査聖 ※本業務 |ま 、競争参加費格の審翠Iを入|と執行後に行う。

(7) 最 低 制 跛 価 格

本人札案■は、最低紺段価格が設定さねノているため、最低制餓価格木競の人札考は

落札者となることができない。
※ 子最低幸l:眼価格の算定:こ 判する運用工ついてJ

(httlDS 1//nahaport.ど 1あ /心usttness/contra(‐ t/)

(8) 適 用 す る 技 術 者 半 鶴

※本業務の予定編幣厳左記に示す設計業務委託等技術者単福

を適用 して積算 してお り、入札参翔者は扇半価を適用 して見

積 りを行い入札すること.

令和6年3月 設計業務

姿託等技術者単価

(9)

そ の 他 適 用 の あ る

法 令 、 制 度 等

(※本案件は、右表のう

ち、●E日 を付 した怖1度等の

迫鋼がある。 )

議会議決

本業務は、議会の議終に付
―すべき契約及び鷲産α)敷待叉は処分

tこ 隣する条例第 2条の規どに基づき、議会の同意の議決を要す

るため、落札決定後球仮契約を締結 t_′ 、議会の同意の議決を経

て通矢Hしたときに本契約 となる。

準備手続き
(予算成立前)

本手続きは、次年度当初 (補正)予算成立を前提とした年度開

始 (予算成立)説からα)準備手続きであり、予算成立後に効ブJ

を生じる事業であるり従つてヽ議会ここおいて当初 (i補正)千算

案が否決された場合は、契約を締結しない。また、次年度当初

(補正)予算成立後 tこ おいても、朧車:支 出金に孫る交付中議等
の手続きの関係 と1、 入札を延期する場合があるっ

準備手続き

(交付決慮前)

ホ手続き|ま 、国車支出全に係 る予算使用を前提とした事苗準鋳

手続きであり、交←決定後ここ効力を生 じる事業である。従っ

て、交|:^中 講等の手続 きの関係
'生

、入本とを廷期する場合があ

る。

準備手続き

(繰越承認肯1)

本手続き
`ま

、議会における様越承認を続提 とした事前準備手続

きであり、議会承認後に効力を生 じる事業である。従つて、議

会において本業務に係る予算の繰越承認が不決さ驚R′ た場合は、

入本とを妊理叉態中 Iにすることがある。また、予算の繰紘承認後

ここおいても、理車1支 出金に係 る繰越 (翌償)手続きの碑孫上、

入
=と

を延弾け る場合がある。

債務負揖/1為業務
本業務は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける業務
である。

(1〕 穏  区  分 土木関係 コンサルタン ト

(2) 八札参加資格希簿群録年
重・ 建 弾 烹ン ■ル デ ン ト

令和6'7年度
那覇港管理率H金の測 :霊・建設コンサルタン ト等業凄録業

者名簿において、左記の登録を有するR)の .

(3) 録  業  種 港湾及び空港



(4) 地方 白治法施行令第167条の4の規定に該当とァない精であることっ

(3) 入札 ヨから当該委託の落札決定 日枚での間において、那覇港管理組合の指夕・停止措世を受けてい攣いことG

(6)
会社更生法に基づき更生手続き開始の中立てがなさオ1ッている者叉は民事再生法に基 fゞ き再生手続きPガ4始の申立

てがなさオ1,て いる者 (手続きFガ月始の決定後卜入札参力H資格の再認定を受 :|ている者を除く。)ではないことっ

(7)
警案当局から、曇力国員が実質約に経営を支虹する建設業者叉はこれに準ずるものとし/て 、那覇港管理縛含尭

注工事等からの排除要講があり、当該状況が継続 している者でないことっ

(息 )

入札に参加 しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと.

なお、以 ドの関係がある場合に、辞退する者を☆夏)る ため tこ 当事帝間で連絡を敢ることは、お卜覇湛管理組合耗今

契約入札心苺第 3条第 財項の規定に抵無するもので |ミ ないc

r 資本調係

次のいず漁すかに該章する二者の場合っ

(a)子会社等 (会 社法 (平成 17年法律第86号)第 2条第 3号の 2:こ 規定する子会社等をい う。以下 卜llじぃう

と親会社等 (疑条第 4号い 2〔こ規定する親会社等をい う。以 ド罵じ6)の 報係にある場合

(b)親会社,等 を博 じくする子会社等剖上の関係にある場合

イ 入釣闘孫

次のいずれかに該当する二者 l′
ケ)場合ぃただし、 (a)ここついては、会社等 (会社法逸行規則 (平成 18年法務

省令第二2号)第 2条第 3項第 2た′卜に規定する会社等をい うG以 ド同じGJの  方が民事再生法 (平成 11年

法律第22心号〕嘉 豊条第 4号に規定する再生手続が存統中の会社等又ii更生会社 (会社更生法 (平成14午

法律第 154号 )第 2条第 7項に規定する吏t会社をい う。)である場合を除くっ

(a)一方 lア )会 社等の役員 (会 社法地行規則第 2条第 3項第 3号に規定する役員の うら、次に掲 :テ・る者を

い うG以 ド同じG)力式、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

1)株式会社の取締役字ただし、次に掲げる者を除く.

0会社法第2条第 11与つ 2に規定する監4等委員会設赳会社における魅査等委員である取締役

②全社法第 2条第覚号に規定する請名委員会等設置会社とこおユする取締役

③会社法第 2条第15号ここ規定すると外取締役

①会社法第348条第 1項に規定する定教に別段の定おノがある場合により業務を夢げ〒しないことと

さ漁′ている敢締投

毘〕会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役           .
3)会社法第575条第 1項 tこ規定する持分会社 (合名会社、今資会社又は合同会社をいう。)の社員

(同法第590条第 1項に規定する定数に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされ

ている社員を除く。)

4〕 組合の理事

5)その他業務を執行する考であつて、 1)ん ふヽ4'ま でに掲げる精に準ずる者

(b)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事洋生法第64条第2項 又は会社更生法第67条第 1項の規定に

より選任さ浄/た管財人 (以 ド■に管財入というG)を現に兼ねている場合

(c)一 方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

ウ その他の入札の適正さが阻常されると認められる場合

鼻H合 (共同企業休を含むc)と その構成長が同一の入本とに参カヨしている塀合その他 上記ア又はイと同視

しうる資本調採叉は人的関係が脇ると1認 めらヤ1′ る場合.

(9) 地 域 要 件
期
`縞

帯、浦株市、未満市、豊見城市長南城市、市民原町、人重瀬町、与‐期
`原

岡奪
^、

宜野湾

市、西原町内に本店、支店 (社)または営業所等があるこレ

(10)

業

務
実

績

対 象 鞘 間
白  帯濃

"髭

珍6イ争十i4月 上騨 左記(2)期 F円写内に下記の対象業務を請負い、克成,引捜とンが

完 Fした業務実績を1件以上有すること。至  令和G写4月 30日

対
‐

象 同 種 業 務 PFI事業者避定に係るア ドバイザジー業務

(11)

配
置
予
定
技
術
者

岱 考

次に掲げる要ア′牛を満たす管遂技術者を当該業務にW己置することができることぃ

ア 平成26年 4月 二爾から資格確認幸請書の提出理限までに鬼了とンた業務 (再委託 |こ よる

業務の実績は含宝ないっ)において、PFI事業者選定にかかるア ドバイザジー業務の

実績を布すること.

イ 受注者と童接的な燿用関係にあること。

(12) 取 抜 け 案 件
以 ドの業務を落札と′た者は、本業務の落札者となることはできない6

・該当無し
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奉 設計国普等の白己イlょ 、質問及び回答

4 資格確認申請書等の提出

5 入本と手続き等

設 計 図 妻 等 の 配 布

報 間 碧 令下博6年4月 15日  (月 ) 至 上各下世6年 4月 30日  (火 )

置こ 布 方 法 郎朝港管理組合ホームベージにて配布す心ど (hitpSirんaha,crt.ap/)

理 市 場 所 ・

聞 い 合 せ :先

ガh朝 市通常厨I^2香 1ォブ 3贈
那覇港管選組合 総務部 総務課 財務班

召室i番  098-863-2578

質 問 ・ 回 答 期 間 等

(1'入 札・契約 手

続 に 関す るこ と

那軍市通地 lll「 2香 1号  3増
寿ヽ宇港管理組合 総務部 総務課 貯務型1

目三言訴  99き -363-之 573      riAX  093-363-26之 9

(2)上 記 (1)以 外
に 関 す る こ と

引
`期

戯T通常日r2者 とケ  2階
那朝港管理細合 企画建設部 みなと振興課

電話 098-368-2582

提 出 期 間
自 令下「6年4月 15日 (舞 ) ～  至 令和6年 4月

=4打
(水 ,

上記薪間の上 磨及び税 層を除く毎 藤、 9埼かと,16H+までど

提 農 場 所 i爺と(1)に ぃlじc

提 出 方 法 電送 (I↑AX又 難メール (chi_touma20230nahaport.jp))又 は持参

国 答  方  法
那覇港管逃祉合ホームベーデ (1ュttpg://nahaport jP/)及 び と記 (1)に

おいて、以 Ⅲの期間、殉覧 :こ供する。

園 答  期  間
挫1答 輝から  令イH6年 5月 と旧 (水,   まで

上記鞘間の上 日及び祝 日を除く毎 目、 9時から16H寺註で。

資 格 確 認 申 請 書

木競争の参力用希望者は、次の書類を聾曇 l′ lヽに提出するこれ。

なお、理銀までに提出がない場合、本競争に参舟「十ることができない。

提 出 書 類
e^般競争人本と参力博台格確認申議壽 (第 3サ様式)

②返信用封衝 (入札結果通矢「用(34…1切手姑1ヽ子,)

提 出 期 間
由 令和6年 4月 15層 (月 ) 至 令和6年 1月 30療 (人 )

卜記期間の土 牌及び侃 輝を除く毎 騨、 9時から16時 まで与

提 出 場 所

ガh朝 市i邑 士昌
1‐ 2番 1サ  患階

那覇港管理細^合 総務郡 総務課 財務班

鼈誡 098-3682573
提 出 方 法 持参又は郵送 (一般書留もとマ′くは簡易書留)

提 出 部 数 二部

入  札  期  日

ホ業務 :ま 、紙入札ここより実施する.

入札書等患、あらかじめ指定する日に霊連され′るように (「配達日指

定郎I更こ)、 「一般書留ど又:ま 「衛易書留どのいずれかの方法により郵

送すること。持参や普i透郵便等で提出さ熟メた場合、無効とする。

入 札  方  法

⑬入札書

②業務費内訳書
提 出 書 類

日
‐

定

日

指

札

達

入

配

く
令和6年5月 1郵  (水 )

先宛

〒9()()-0035  ぷ朝市通生町 2恭 1サ

劇
`耕

港管理組合 総務引; 総務諜 財務班

電話碁 サ 0,3368-2578

裁

額
記こ

金

書

る

士Ｔ入
す

落札決定にあた■)で すま、入
=と

書に記載された金額に当該金額の的0分の

10に相当する額を加算 とフた金額 (基 該金額に1円 未満の端数があるとき

厳、その端数金額を境 り捨てた金額)をもつて藩札価格とするので、入

本とでは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で護)る か免税事業者で

あるかと問わず、見積もつた妥約希望全顎の上10分の100に相当する全鎮

を人札書に記載することc
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る
項

す閣

事
トト

エ思

人

注

ア 入札書のくじの数宇 (任意の波李 8桁 )|ま、胴額 くじ抽選が発生 と́

た場合に使用するため、必ず記入すること。
イ 配達指定 層以外の 口に用いた人本と書及び業務ぬ訳書は、受理 しな

や` 今

ウ 入札幕の 日付 :ま 、開札 日を記入すること。

業 務 費 lサ lヽ訳 書
の  提  出

ア 第1回 日の入札に殊 t´ 、入札普に記載される入札金額に対応 とンた業務

費内訳幕 (様式 自当)を提出することご

イ 業務費内訳書には、4=成午月 日、項 淵、員数、単価及び金額を明ら

かに tン 、1駒 磐・又ti名 称並 tド に住所を講載することっ

ウ 業務費内訳書に|ま 、代表者と「 を掛lr烈 すること。
渾i管理者 (こ を1/ヽ の者のネ講義者を含芝f.)は、提ととされた業務費内訳

書について説り]を求めることがある.

本会告に示 tィ た競争参細資格のない者の と_´ た入本と、資格雅認中講書等工虚偽の記載をした

精のした人札及び入札に鍵する条件に遠三 した人本とは、無効 とするど
入  礼  の  無

安格確認申講書の提出後、都合により入本とを岸選する場合意、再本と日時寸tで に入札辞逮扇

を提出することG

衰た、喀札決定までの関に他の業務を落なとしたことにより配世予定技術者を本業務 :こ配世

ることができなくなつたときは、直ちに隷告することり斗i該報告がなく、本人札¢手続き

が弟札決定ミで至った場合、指名律 ‖i措 蔭要領に基づ く指名停止をな,う ことがある。

札 の 辞  避

ア 落札候補者がいない場合とま調札後直ちに再度入本とを行 うので、キ度入札にも参加する

謗合は、朔札時点から立ち会 うことど初度の開札時に立ち会わない参力H若は・¬度人

=と

を辞退 したものとみなし、キ夏入キtへの参力阿を認めない。

イ 代露人が入札する場合t主 、入本とを打 う券に姿任状及びにJ己のF諄鐘を持参することり

ウ 委任状にユま、業務名を龍 入́すること。
‐ 再度人札参力H考又は再度人ホと参力瞬者の代理人は、当該入札に対する他の耳度入札参

舟口者の代雄をすることはできないぅ
オ 再麦入札は、 1層のみ とする。

の

6  Fブ日本と

7 査格確認資料くデ)提出と競争参力爵資格の審査

開   札   田 叫 令和6年 5月 2爛  (本) 10:00 ※入
=と

書の藤付

関   札   場 所
|

嘉
`璃

港管理組合 2階大会議室

珠入札者厳、開本と|こ 立ち会 うことができる (再入本とに参雄
一
こ
~る

場合とな、聞札寺点から

立ち会 うこと,ど

落 札 候 補 者 の 選 庄
及 び 事 後 審 査 の 実 麹

開札後、落札者の決定を保留し、予定穫格の範醒ぬで冶効な最低の価格をもつて入なとを

行つた者 (以下「落札侯補者聾という。)から
'長

に競争‐参加資格の審査を行う.落札俣補者

tま 、判眼までに資格確認 lll講書等を提姓!t/ない場合、競争参車資格がないものとする。
なお、落札侯補者は と位から賑に3者 (上位の者と口l額の者が複数いる場合ユまこの限りで

はない。)を決定し登格確認資をを求めるが、適格者が確認できた時点で、次壊イエ以降の者
の競争参力旧資格の審査は行わないものをする。

通   知   日 令和6年 5月 2瞬  〔本)17:00 まで (予定)に対象業者あて通知する。

提 出 期 限 今
=ョ

6年5118日  (永)15100 まで

提 出 壽 類

e配置予定技術者の資絡等 (様式 1)

O業務実績 (様式 2)

0資格確認中策書 (第 3号 i業式)の資格確認の各項妻工記戴した必要普壊

提  出 部  教 1宮焉

提 出 方 法 原則、持参

提   出  先

〒90r,0035  那覇市遇生町 9器 1号

努ヽ事込管即組合 総務部 総務謀 財務班

電話番号 09争 86俳2578



競 争 参 加 資 格 の 確 認

競争参拘H資格の苺認は、開札後、蜘諦書等の権閣型I限の 日をミⅢつて行 うものととン、その結

果と攻以下の 層までに書面 tと より通知する。

令和6年 5月 上0騨 (命)(予定)

なお、落札候補狩について競争参力博登格が確認 されメ適格者であることが確認できた場合

,t、 落
=と

者武定IL知をもつて資務確認結果の通舞に代えるものとする.

落 札 者 の 決 定 方 法
事後審査の結果、落札俵籍者が競争参方‖資格を満たとンていると確認した場合は、当該暮札

候補者を落札者と■る。また、その結果は、全入札参蜘者 tこ通如する。

競争参加費格がないと認め

られた者がその瑾由に対 し

て 不 服 が あ る 場 合

競争参み沓終がないと認めヽれた者は、篭'理 4に対 して競争参力‖査格がないとf認められた

理由について説明を求めることができるぅ

管翼者 tま説り1を 求めら濠′たときは、音情を申とン立て華業の翌 日から起算とンて 5日 以内 (休

輝を徐く)tこ 説り]を 求めた者に対 t´フ、書面により堅答する。

提 出 期 限
競争参ノJl弯格確謡結果の通知を行つた日の翌日か t,起算して5磨 以内
(妹 日を除く)と ‐

する.

提   出   先 ぷ票港管理組合 総務部 総務譲 簿務】

提 理 方 法
壽臆|(様式 白自)を持参することど郵送又は電送 (メ ールやFAX)に よ

るものは受 tナ 付 tナ ない。

本  人 札  に 係

資 料  の 取 扱

る

モ′`

7資 格確認申詩書等の作成及び提出に係る費用 |ま 、耗農著の負担 とするの
イ 契約IH当 者は、提出された資格確認申浩書等 |二 Iういて、競争参雄資勢の確認以外に

提と1祐に無1衡で使用 しない。

ク 提出された資務整認申請書等は、返却 しないぅ
工 提出苺手眼的に眼 り、安格確認 lll講書等の修正、ことン替え、追れ、再栂出を認める。
オ 塁出理眼を過ぎた場合、資幣確認申請書等ユま受 |す イヽ:^け ない。
力 合格確認中講書等の受理後、書類内容を審4と 、書類の記載漏れ.や添付漏熟′寺が

あぅた場合は競争参力暉資棒無 t/と なり、落札者 となることはできない。
キ 資格碑認Ⅲl詩書等た虚偽の記載をした場合、指名停止措鮒要領に基づく指名停止

を行 うことがある。

3 入札保証金及び契約保証金

入  札  傑  証

人札保証企の全額等 ti、 現金又 :ミ管理者が確実と認める有価証券等をモぅつて兄嶺る契約金

類の100分のる以 れを納イヽ:―|~る ものとする。ただ t_´ 、次のいずれか r二 該当する場合 !な 、入本と保

証金の前付を免除する。
ア 保 1唆会社との問に組合を枝供険者 とする入

=と

保証保 1食契約を締結 したとき。
r 四 (独k立行政法人含4Pc)叉 i三地方公共団体とその種類及び規模をほ!ギ 同じくする契

約を締4許 tソ た́実績を有 し、これ らの うち逓去 之箇年の間t二履行幾娘の0と 共 t´′た二以 上の

契約を全て試実に履行 した者。
なお、次の者は入札に関する条件に進反 したものをと/て 、そα)入札を無効とする。

(1)華報までに入札保証金の納付、翡 /ヽく は納付に代わると祀ア、イのいず浄′かに係る

書類の提出のない者

(2)人 札保証金の金額等が上謎の条件に油たない場合

(3'入札保証全等の細付等に係る書類に不備があった場合
主た、 A皮提出さぷ′え入札保証金の納付等の変更はできないものとする。

芽 入札保証金を免鍮した落本と者が契約を結ばない場合、損害賠償金として、人札金額tこ

消費税及び地方消費玩を雄えた顎の100分 の 3を郵覇港舌選組合に細付しなければならな
と` c

※イとこより́入札奇4れと金の免除を受ける場合 !■ 、様式 「地方公共団体等契約状況確認どを

提出することさ

提    出    1期     1摂 令不「6年4月 80瀾  〔火)と 6100 まで

提 出 先

〒900-0035  郭覇市通常駒
‐
2番 1号

那覇港管瑾紳 含 総務部 総務課 財務班

電話番 号 098868E578

人 札 保 証 全

(現 金 納 付 )
提 出 方 法

ア 「入札保証冷納付書発行依頼書」を持参すること

※要革前連絡
イ 糸H合が発行する納入遇節普により金融機関で保誕金を

納付 し、領収書 〔写)を上記期限宝で!こ 擁 'lす るこ

とf
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札保誰保険証券・

保証暮・地方公

体等契約状況確認

提 出 方 法
持参又は郵送 (配違が確認できる方法にてと付するこ

とう

問
間

鞘
期

険

証

保

保
脚|し 日から2か月とするぃ

有 儘 証 券 等
受入 癖寺 。受入方法等の調挙があるので、事前に I主記手ユ当課まで連絡

することご

約  保  証 免除 (那覇港管魁糸日今契約規員ど第 4条第 1項第 O号ここよる)

西己 置 予 定 技 術 者
の   確   認

落札決定後、テクリヌ等により西巨置予定技術者の実績に関する逢反の事実等が確認 された

場合、契約を結ばないことがある。

なお、マ庁内気 こ死亡・退職等の場合でやむを得ないとこ́′て承認 された場合の外ユ
=、

資格確認

中議書等の差誉えは認めら瀬メないど

病気等の斡別な避当によりやむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、 2に揚げる基準

を満たとン、かつ当初の騒輩予定技術章 と同等以上の者を配世 tン な1,津R,ばならない。

前  金   仏 契約金額の30勇以内

支 払 条 件

部   分   払
適用あり
※那囀港管理糸R合契約規員と第4上 条の規定腫1数の範国内

契 約 締 結 時 期
本業務ここ係る契約 tミ 共募札者の決定後、 7日 以内に締結するっただと/、 管理章が特ここ指示

t.′ たときとまこの限 りで ,ま ない。

講 負 代 金 等 の 変 更

i本業務の契約締結後、本業務の業務委託料を変1更 瘍議する場合及び本業務と問題する業務

を木業務受注者と鼈意拠約する場合、変更協議又il‐主関連する業務の予定価メ各の算定は、本業

務の講負
'と

率 く当初契約額■当初設計額)を変更業務価格また1ま 関連業務の設計額 tこ棄じえ

装で行う。

人 札 参 加 者 等
の 選 守 事 項

入本と参加奪tよ 、ぷ薪港管理組合競争入本と心得、土木設計業務等奏託契約壽及び仕隷書を熟

読し、これを遵守すること。
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